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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第３区分
【発行日】平成20年4月3日(2008.4.3)

【公表番号】特表2007-532738(P2007-532738A)
【公表日】平成19年11月15日(2007.11.15)
【年通号数】公開・登録公報2007-044
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【国際特許分類】
   Ｃ１０Ｇ  33/00     (2006.01)
   Ｅ２１Ｂ  43/34     (2006.01)
   Ｂ０１Ｄ  17/02     (2006.01)
   Ｂ０１Ｄ  17/05     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ１０Ｇ  33/00    　　　　
   Ｅ２１Ｂ  43/34    　　　　
   Ｂ０１Ｄ  17/02    ５０１　
   Ｂ０１Ｄ  17/05    ５０１Ａ

【手続補正書】
【提出日】平成20年2月12日(2008.2.12)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（ａ）原油を２相に、すなわち、ガスと脱気したエマルジョンとに分離する工程と、
　（ｂ）脱気したエマルジョンを洗浄槽の底部に流し、該脱気したエマルジョンを水と油
とに分離する工程とを含み、
　前記工程（ｂ）は、前記油／水界面において、前記エマルジョンを水で洗浄する下位工
程（ｂ１）を含む産出原油を処理する方法。
【請求項２】
前記工程（ｂ）はガス、好ましくは、酸性ガスでストリッピングする下位工程（ｂ２）を
含む請求項１に記載の産出原油を処理する方法。
【請求項３】
前記工程（ｂ）は前記ガス／油界面において、前記エマルジョンを水で洗浄する下位工程
（ｂ３）を含む請求項１又は２に記載の産出原油を処理する方法。
【請求項４】
前記工程（ｂ）から得られた前記油を沈降させる工程（ｃ）も含む請求項１～３のいずれ
か１項に記載の産出原油を処理する方法。
【請求項５】
３～１５メートル、好ましくは、４～１２メートルから成る水区間を使用することを含む
請求項１乃至４のいずれか1項に記載の産出原油を処理する方法。
【請求項６】
前記脱気したエマルジョンは、１５～３５容量パーセントの水含有量を有する請求項１乃
至５のいずれか1項に記載の産出原油を処理する方法。
【請求項７】
弁又は静的混合器などの、流体を混合するのに有用な装置によって、水補給が行われる請
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求項６に記載の産出原油を処理する方法。
【請求項８】
前記工程（ａ）は高圧又は中間圧分離の下位工程（ａ１）及び低圧分離の工程（ａ２）を
含む請求項１～７のいずれか１項に記載の産出原油を処理する方法。
【請求項９】
前記工程（ａ）は３５～７５℃、好ましくは４５～６５℃、特に４５～５０℃の温度で実
施される請求項１～８のいずれか１項に記載の産出原油を処理する方法。
【請求項１０】
前記工程（ａ）は１０分未満、好ましくは３～８分の滞留時間中に実施される請求項１～
９のいずれか１項に記載の産出原油を処理する方法。
【請求項１１】
前記工程（ｂ）は、４～２４時間の滞留時間中に実施される請求項１～１０のいずれか１
項に記載の産出原油を処理する方法。
【請求項１２】
前記産出原油は、合成原油、好ましくはナフテン系原油である請求項１～１１のいずれか
１項に記載の産出原油を処理する方法。
【請求項１３】
産出原油を処理する装置であって、
　（ａ）前記原油を２相に、すなわち、ガスと脱気したエマルジョンとに分離するユニッ
ト（１０２；１０８）と、
　（ｂ）該脱気したエマルジョンを水と油とに分離する槽（１１２）とを備え、
更に、前記槽（１１２）は底部に脱気したエマルジョン用の供給部（１１１）及び油／水
界面において、エマルジョンを水で洗浄する噴霧又は水散布システム（１１５）を備える
産出原油を処理する装置。
【請求項１４】
前記噴霧又は洗浄水散布システム（１１５）は、マニホルドの形態で一緒に接続される複
数のパイプ（１２１ａ、１２１ｂ、１２１ｃ）を備える請求項１３に記載の産出原油を処
理する装置。
【請求項１５】
前記槽（１１２）の底部でガスをストリッピングする散布器（１１６）も備える請求項１
３又は１４に記載の産出原油を処理する装置。
【請求項１６】
前記ガス／油界面において、前記エマルジョンを水で洗浄する噴霧又は水散布システム（
１１７）も備える請求項１３～１５のいずれか１項に記載の産出原油を処理する装置。
【請求項１７】
前記槽（１１２）の下流に沈降槽（１１４）も備える請求項１３～１６のいずれか１項に
記載の産出原油を処理する装置。
【請求項１８】
３～１５メートル、好ましくは、４～１２メートルの水区間を含む請求項１３乃至１７の
いずれか１項に記載の産出原油を処理する装置。
【請求項１９】
前記供給部（１１１）の上流に水補給装置を備える請求項１３乃至１７のいずれか１項に
記載の産出原油を処理する装置。
【請求項２０】
高圧又は中間圧分離器（１０２）及び低圧分離器（１０８）を備える請求項１３～１９の
いずれか１項に記載の産出原油を処理する装置。
【請求項２１】
請求項１～１２のいずれか１項による方法を実施するための請求項１３～２０のいずれか
１項に記載の産出原油を処理する装置。
【請求項２２】
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請求項１３～２１のいずれか１項による装置を備える船又はバージであって、前記分離ユ
ニット（１０２；１０８）は、上甲板上にあり、一方、前記槽（１１２）又は沈降槽は、
船体内にある、船又はバージ。
【請求項２３】
油中水型炭化水素エマルジョンを分離する方法であって、
　（ｉ）脱気したエマルジョンを洗浄槽の底部に流し、す油／水界面を作成する工程と、
　（ｉｉ）該油／水界面において、前記エマルジョンを水で洗浄する工程と、
　（ｉｉｉ）油の流れ及び水の流れを回収する工程とを含む油中水型炭化水素エマルジョ
ンを分離する方法。
【請求項２４】
ガス、好ましくは、酸性ガスでストリッピングする工程（ｉｖ）も含む請求項２３に記載
の油中水型炭化水素エマルジョンを分離する方法。
【請求項２５】
前記ガス／油界面において、前記エマルジョンを水で洗浄する工程（ｖ）も含む請求項２
３又は２４に記載の油中水型炭化水素エマルジョンを分離する方法。
【請求項２６】
前記工程（ｉｉｉ）からの前記流体を沈降させる工程（ｖｉ）も含む請求項２３～２５の
いずれか１項に記載の油中水型炭化水素エマルジョンを分離する方法。
【請求項２７】
３～１５メートル、好ましくは、４～１２メートルから成る水区間を使用することを含む
請求項３３に記載の油中水型炭化水素エマルジョンを分離する方法。
【請求項２８】
前記脱気したエマルジョンは、１５～３５容量％の水含有量を有する請求項２３乃至２７
のいずれか1項に記載の油中水型炭化水素エマルジョンを分離する方法。
【請求項２９】
油中水型炭化水素エマルジョンを分離する装置であって、底部におけるエマルジョン用の
供給部（１１１）に嵌合され、かつ油／水界面において、前記エマルジョンを水で洗浄す
る噴霧又は水散布システム（１１５）に嵌合する槽（１１２）を備える油中水型炭化水素
エマルジョンを分離する装置。
【請求項３０】
前記噴霧又は洗浄水散布システム（１１５）は、マニホルド構成で一緒に接続される複数
のパイプ（１２１ａ、１２１ｂ、１２１ｃ）を備える請求項２９に記載の油中水型炭化水
素エマルジョンを分離する装置。
【請求項３１】
前記槽（１１２）の底部でガスをストリッピングする散布器（１１６）も備える請求項２
９に記載の油中水型炭化水素エマルジョンを分離する装置。
【請求項３２】
前記ガス／油界面において、前記エマルジョンを水で洗浄する噴霧又は水散布システム（
１１７）も備える請求項２９～３１のいずれか１項に記載の油中水型炭化水素エマルジョ
ンを分離する装置。
【請求項３３】
前記槽（１１２）の下流に沈降槽（１１４）を備える請求項２９～３２いずれか１項に記
載の油中水型炭化水素エマルジョンを分離する装置。
【請求項３４】
請求項２３～２８のいずれか１項による方法を実施するための請求項２９～３３のいずれ
か１項に記載の油中水型炭化水素エマルジョンを分離する装置。
【請求項３５】
請求項２９～３４のいずれか１項による装置を船体内に備える船又はバージ。
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